
大和市障害児通所給付の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２５年３月２９日 

                     大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第２６号 

大和市障害児通所給付の支給等に関する規則の一部を改正する規則 

大和市障害児通所給付の支給等に関する規則（平成２４年大和市規則第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

題名を次のように改める。 

大和市障害児通所給付費の支給等に関する規則 

第４条第２項中「児童通所給付費決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」を「児童

通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」に改め、同項に後段として次

のように加える。 

この場合において、医療型児童発達支援に係る支給の決定を行ったときは、児童通所給付費支

給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書に肢体不自由児通所医療の負担上限月額等

を記載するものとする。 

第４条第３項中「決定の通知において、」を「決定を行った場合は、」に改め、「併せて」を削

り、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、医療型児童発達支援に係る支給の決定を行ったときは、肢体不自由児通所

医療受給者証を併せて交付するものとする。 

第５条の見出しを「（障害児通所支援負担上限月額の管理事務依頼届等）」に改め、同条第１項

中「児童通所支援負担上限月額管理事務依頼（変更）届出書」を「利用者負担上限額管理事務依頼

（変更）届出書」に、「上限額」を「上限月額」に改める。 

第１３条第１項中「児童支援利用計画案提出依頼書」を「児童通所支援利用計画案提出依頼書」

に、「障害児通所支援利用計画案」を「児童通所支援利用計画案」に改め、同条第２項中「児童相

談支援給付費支給申請書」を「児童相談支援給付費支給申請書兼児童相談支援依頼（変更）届出書」

に改め、「児童相談支援依頼（変更）届出書」を削り、「障害児通所支援利用計画案」を「前項の

児童通所支援利用計画案」に改める。 

第１４条を次のように改める。 

（申請内容変更届出書） 

第１４条 省令第１８条の６第７項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。 



第１５条を削る。 

第１６条中「第１８条の６第８項」を「第１８条の６第１０項」に改め、同条に次の１項を加え、

同条を第１５条とする。 

２ 肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の手続については、通所受給者証の規定の例による。 

第１７条第１項中「受給者証」を「通所受給者証」に、「支払い」を「支払」に改め、同条第２

項、第３項及び第５項から第８項までの規定中「支払い」を「支払」に改め、同条を第１６条とし、

第１８条を第１７条とし、第１９条を第１８条とする。 

第２０条及び第２１条を削る。 

第２２条第１項中「、支給認定保護者」を「、第４条第２項に規定する医療型児童発達支援に係

る支給の決定を受けた保護者（以下「支給決定保護者」という。）の当該支給決定に係る障がい児」

に、「当該支給認定保護者」を「当該支給決定保護者」に、「支払い」を「支払」に改め、同条第

２項から第６項までの規定中「支払い」を「支払」に、「支給認定保護者」を「支給決定保護者」

に改め、同条を第１９条とする。 

第２３条中「支払い」を「支払」に、「出来る」を「できる」に改め、同条を第２０条とし、第

２４条を第２１条とし、第２５条を第２２条とする。 

別表中「第２４条」を「第２１条」に改め、同表第２号様式の項中「児童通所給付費決定通知書

兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」を「児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減

額・免除等決定通知書」に改め、同表第４号様式の項中「第４条」の次に「、第５条」を加え、

「第１４条」を「第１５条」に改め、同表第５号様式の項から第１３号様式の項までを次のように

改める。 

第５号様式 肢体不自由児通所医療受給者証 第４条及び

第１５条 

第６号様式 利用者負担上限額管理事務依頼（変更）届出書 第５条 

第７号様式 特例障害児通所給付費支給申請書 第７条 

第８号様式 特例障害児通所給付費支給・不支給決定通知書 第８条 

第９号様式 児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等

変更申請書 

第１０条 

第１０号様式 児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免

除等変更決定通知書 

第１１条 

第１１号様式 支給決定取消通知書 第１２条 

 



第１２号様式 児童通所支援利用計画案提出依頼書 第１３条 

第１３号様式 児童相談支援給付費支給申請書兼児童相談支援依頼（変更）

届出書 

第１３条 

 別表第１７号様式の項中「第１５条」を「第１４条」に、同表第１８号様式の項中「第１６条」

を「第１５条」に、同表第１９号様式の項及び同表第２０号様式の項中「第１９条」を「第１８条」

に改め、同表第２１号様式の項から第２５号様式の項までを削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


